
SNSによる魅力発信事業 

～JR赤穂線沿線レトロ風景＆おもしろスポット編～制作業務 

募集要項 

 

１ 事業目的 

  本事業は、関西圏及び岡山県内の年齢・性別・居住地を問わず、SNS 利用者全般をターゲ

ットとし、SNS の縦型ショート動画を活用することで、JR 赤穂線沿線地域（相生市、赤穂

市、備前市、瀬戸内市を指す。以下「沿線地域」という。）の魅力を情報発信し、沿線地域

の認知度向上と観光誘客の促進を図る。 

 

２ 委託期間 

契約締結日から令和９年２月 26 日（金）まで 

 

３ 委託費 

2,250,000 円以内（消費税及び地方消費税含む） 

 

４ スケジュール 

  令和８年６月 24 日(水)         公募開始 

      ６月 24 日(水)～7 月１日(水)  質問期間 

      ７月６日（月）         質問回答 

      ７月 10 日（金）        書類提出〆切     

      ７月中旬～７月下旬         審査会（書面審査） 

      ７月下旬                     審査結果通知、契約締結 

      ８月上旬～                   撮影・編集 

      11 月～２月            SNS フォトコンテスト等の実施 

  令和９年２月中旬                     完成物納品・実績報告書提出 

 

５ 応募資格 

（１）公募に参加できる者は、次の全ての要件を満たす者であること。 

① 民間企業、NPO 法人、これら以外の法人（一般社団・財団法人、公益社団・財団 

法人、事業協同組合等）のほか、権利能力なき社団、有限責任事業組合、民法上の組 

合等、また、事業を適切に運営できる個人事業主（以下「事業者等」という。）。 

② 提案する事業が法令等の規定により官公署の免許、許可、認可又は指定を受けてい 

る必要がある場合には、当該免許、許可、認可又は指定を受けていること。 

③ 事業の実施にあたり、JR 赤穂線沿線地域活性化連絡会議との打合せなどに適切に対応

できる事業者等であること。 

（２）次のいずれかに該当する事業者等は、前項の規定に関わらず、公募に参加する資格を 

有しない。 

① 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生 

法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てが行われている者 

② 県税、消費税及び地方消費税を滞納している者 

③ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者 

④ 暴力団又は暴力団もしくは暴力団員の統制の下にある者 

 

６ 業務内容 

別紙仕様書のとおり 



 

７ 応募手続き 

（１）募集期間 

令和８年６月 24 日（水）～同年７月 10 日（金）17 時まで 

（２）提出先 

  JR 赤穂線沿線地域活性化連絡会議事務局（兵庫県西播磨県民局県民躍動室地域振興課） 

（３）提出方法 

直接持参又は郵送により必要書類を提出すること。あわせて、電子メールにて書類デー

タの提出を行うこと。 

なお、受付時間は、直接持参の場合は土日、祝日を除く平日９時から 17 時までとし、郵

送の場合は、令和８年７月 10 日（金）17 時までに事務局に到着するように提出し、電話

により応募書類の到着を確認すること。 

（４）応募に関する留意事項 

ア 応募書類は理由の如何を問わず返却しない。 

イ 提案にかかる全ての経費は事業者等の負担とする。 

 

８ 提出書類 
書類名 部数/様式 内容 

申込書 １部（様式１）  
誓約書 １部（様式２）  
企画提案書 19 部 

（任意様式、A4 サイズ 20 枚
又は A3 サイズ 10 枚以内） 

事業者概要 
事業実績 
提案内容 
業務体制図※ 

経費積算見積書 １部（任意様式） 積算単価及び数量等を明記
し、「一式」という表記は極
力避けること。 

定款若しくは寄付行為及び
登記証明書又はこれらに準
ずる書類の写し 

１部  

財務諸表 １部 令和６年度又は令和７年度
決算書類の写し（貸借対照
表、損益計算書、株主資本
等変動計算書） 

納税証明書 １部 県税、法人税、消費税及び
地方消費税について滞納が
ないことの証明書 
（応募の日前３か月以内に
交付されたもの） 

※業務体制図に加えて、別紙「担当ディレクターの類似動画制作業務実績」を提出するこ 

と。なお、企画提案書には以下の内容を必ず記載すること。 

①動画コンセプト案 

②想定撮影スポット及びスポット数 

※ただし、受託事業者選定後、委託者と協議のうえ決定する。 

 

９ 受託事業者等の選定 
（１）審査会（書面審査） 
  ア 日程 

令和８年７月中旬～７月下旬予定 



（２）審査方法 
審査は、提出された企画提案書等の内容に基づき行う。採用する企画は、下記の項目に

ついて審査会構成員全員が個別に採点し、その合計点の最も高いものとする。同順位の企
画が２つ以上ある場合は、委員長が指示する企画を採用する。 

   なお、応募者が一者のみの場合は、基準点を総得点の 60％と設定し、満たした場合の
み採用とする。 
ア 企画構成 企画等のアイデア、業務内容の理解度・優良性・実現可能性 等 

イ 実施体制 業務の実施体制、ノウハウ及び実績、関係団体等との協力関係の見込 等 

ウ 見積額 経費の妥当性 

エ その他 その他業務を遂行するに当たっての創意工夫 等 

（３）審査結果の連絡 

審査結果は、採否を問わず、文書により通知する。 

（４）審査対象からの除外（失格事由） 

①「５ 応募資格」に該当しない場合 

② 要項に違反又は著しく逸脱した場合 

③ 審査委員等に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

④ 応募提案書類に虚偽の記載を行った場合 

⑤ その他選定結果に影響を及ぼす恐れがある不正行為を行った場合 

 

10 選定の取消し 

提出した書類に虚偽の内容が記載されていたことが発覚した場合は、選定を取り消す場

合がある。 

 

11 委託契約の締結 

別紙仕様書のとおり 

 

12 募集要項に関する質疑及び回答 

（１）質疑 

書面により質疑書（任意様式）を作成し、令和８年６月 24 日（水）～７月１日（水）17 時

までの間に、事務局に持参、郵送、メール、ファックスなどにより届けること。持参以外の方

法の場合、電話により文書の到着を確認すること。 

（２）回答 

質問への回答は、原則、参加申込者全員へ連絡する（令和 8 年 7 月 6 日（月）午後５時

までに西播磨県民局県民躍動室地域振興課ホームページにて回答する。）。ただし、質問又

は回答の内容が質問者の具体的な提案内容に密接に関わるものについては、質問者に対し

てのみ回答する。 

書類の具体的な記載内容や審査基準に関する問い合わせは受け付けない。 

 

13 問い合わせ先・書類提出先（事務局） 

兵庫県西播磨県民局県民躍動室地域振興課 木本 

〒678-1205 兵庫県赤穂郡上郡町光都 2－25 

電話：0791-58-2144 FAX：0791-58-0523 

E-mail：Yuuto_Kimoto@pref.hyogo.lg.jp 

附則 

 １ この要項は、令和８年６月 18 日より施行する。 


